
『ケ

l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一

イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦
i
i
i
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」

は
じ
め
に

イ
ン
ド
農
村
部
に
は
国
民
の
七
割
以
上
が
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
広
大
な
国
土
に
膨
大
な
人
口
を
擁
す
る
イ
ン
ド
で
は
、
彼
ら

農
村
部
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
連
邦
政
府
、
州
政
府
は
必
ず
し
も
近
い

存
在
と
は
一
言
え
な
い
。
人
々
の
日
々
の
生
活
の
場
か
ら
距
離
の
あ
る
迷

邦
政
府
、
州
政
府
か
ら
、
人
々
に
よ
り
近
い
レ
ベ
ル
に
政
策
決
定
の
場

を
移
す
こ
と
が
、
農
村
に
住
む
人
々
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
農
村

開
発
と
い
う
政
策
分
野
に
お
い
て
は
特
に
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。
こ
の
際
、
農
村
に
住
む
人
々
に
最
も
近
い
政
策
決
定
機
関
と
し
て
期

待
さ
れ
る
の
が
、
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
と
呼
ば
れ
る
、
州
レ
ベ
ル

以
下
、
県
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
村
落
の
三
日
腐
の
議
会
か
ら
な
る
農
村
地
方
自

A -， 

綾

藤

子

治
制
度
で
あ
る
。
紀
元
前
か
ら
、
村
落
の
長
老
に
よ
る
問
題
解
決
の
た

め
の
制
度
と
し
て
伝
統
的
に
存
在
し
て
き
た
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
は
、

独
な
に
あ
た
り
、
自
治
単
位
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
実
態
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
は
、
そ
の
開
発
主

体
と
し
て
の
側
面
に
特
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
国
家
主
導
の
農
村
開
発

計
画
の
、
現
場
に
お
け
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
役
割
の
み
が
重
要

視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
は
憲

法
上
、
州
政
府
の
管
轄
領
域
に
あ
る
た
め
、
同
制
度
の
デ
ザ
イ
ン
は
州

ご
と
に
多
様
な
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
自
治
制
度
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ツ

ト
制
度
の
あ
り
ょ
う
を
、
改
め
て
憲
法
に
明
記
し
た
の
が
一
九
九
二
年

に
行
わ
れ
た
第
七
三
次
憲
法
改
正
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
か

ら
一

O
年
余
り
が
経
と
う
と
し
て
い
る
現
在
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制

度
に
は
土
木
だ
各
州
に
お
け
る
格
差
が
あ
り
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
つ
一

0
0
問

が
自
治
主
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
州
は
少
な
い
と
さ

れ
る
c

パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
が
自
治
主
体
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

を
困
難
に
す
る
最
も
大
き
い
要
因
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
パ
ン
チ
ャ

1

ヤ
ッ
ト
制
度
の
実
質
的
な
権
限
不
定
で
あ
る
。
自
ら
の
権
限
の
削
減
を

恐
れ
た
州
政
府
は
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
へ
の
権
限
移
譲
に
消
極
的

で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
独
立
以
降
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
整
備
に
努
め
、

憲
法
改
正
に
際
し
で
も
敏
感
な
対
応
を
行
っ
た
州
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
c

そ
の
よ
う
な
州
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ケ

i
ラ
ラ
州
で
は
、
州
政
府
か

ら
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
へ
の
権
限
、
財
政
的
移
譲
が
積
極
的
に
行

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
は
農
村
開
発
事
業
に

お
け
る
自
治
、
主
体
と
し
て
の
機
能
を
采
た
し
、
人
々
の
開
発
計
附
へ
の

参
加
の
場
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
c

な
ぜ
、
ケ

1
ラ
ラ
州
政
府
は
、

自
ら
の
権
限
縮
小
を
意
味
し
か
ね
な
い
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
整

備
発
展
に
、
向
ら
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
取
り
級
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
コ

本
論
の
目
的
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ケ

l
ラ
ラ
・
モ
デ
ル
」
の
説
明
あ
る

い
は
評
価
と
関
連
付
け
、
ヶ

l
ラ
一
ブ
州
農
村
部
に
お
け
る
社
会
運
動
の

あ
り
方
を
中
心
に
、
同
州
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
州
以
下
の
レ
ベ
ル
へ

の
氏
、
五
的
分
権
の
説
明
を
試
み
る
先
行
研
究
に
対
し
、
イ
ン
ド
連
邦
制

に
お
け
る
連
邦
1
1
1州
政
府
間
関
係
を
視
野
に
入
れ
、
地
方
分
権
化
の

政
治
的

A

愛
国
、
政
治
制
度
の
側
似
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
以
川
に
お

け
る
社
会
と
政
、
治
制
度
の
関
係
か
ら
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
を
分
析

d七。

す
る
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
と
し
、
現
時
点
で
の
研
究
の
成
果
を
ま
と

め
る
こ
と
で
あ
る
。

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
独
立
後
一
九
九
二
年
憲
法
改

正
に
い
た
る
ま
で
の
、
連
邦
政
府
レ
ベ
ル
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ツ

ト
制
度
に
関
す
る
議
論
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、

全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
発
展
を
概
観
す
る
。

次
に
、
ケ

i
ラ
ラ
州
農
村
部
に
お
け
る
地
方
斜
度
の
展
開
を
、
同
州
に

お
け
る
社
会
運
動
と
の
関
係
か
ら
述
べ
、
一
九
九
六
年
に
左
翼
民
主
戦

線
政
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
、
同
州
に
お
け
る
社
会
運
動
の
政
治
制
度
化
過
殺
を
見
る
。

そ
し
て
以
上
か
ら
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
を
中
心
と
し
た
州
レ
ベ

ル
以
下
へ
の
地
方
分
権
化
過
程
に
お
い
て
、
政
府
間
関
係
、
政
党
関
係

が
持
ち
う
る
示
唆
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

時
間
開
一
品
目
十

パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開

(
一
)
憲
法
改
正
ま
で
の
過
程

一
九
五

O
年
に
発
効
し
た
イ
ン
ド
共
和
国
憲
法
で
は
、
「
連
邦
、
州

政
府
は
村
落
に
お
け
る
自
治
単
位
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
権
限
を

パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
に
与
え
る
こ
と
」
が
憲
法
第
四

O
条
に
お
い
て
明

記
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
慾
法
四

O
条
が
含
ま
れ
る
「
指
導
原
則
」

に
は
訟
的
拘
束
力
が
な
く
、
ま
た
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
と
の
立
法
権



限
の
分
割
に
お
い
て
、
州
以
ド
の
地
方
自
治
は
州
の
管
轄
権
限
に
〈
泊
ま

れ
る
た
め
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
あ
り
方
は
各
州
政
府
の
裁
量

に
大
き
く
よ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度

は
州
ご
と
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
制
度
と
な
っ
た
。

4

九
九
一
一
年
に
行
わ

れ
た
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
に
関
す
る
憲
法
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
に
対
し
、
憲
法
に
お
い
て
全
国
統
一
的
な
規
定
を
明
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
皮
肉
に
お
け
る
重
姿
な
転
換
点

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

憲
法
改
正
に
い
た
る
過
程
を
見
る
際
に
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
挙
げ

ら
れ
る
。
一
つ
は
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
性
質
の
認
識
の
さ
れ

方
の
変
化
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
憲
法
改
正
過
程
に
お
け
る
連
邦
l

!
州
政
府
の
政
府
間
関
係
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
一
一
点
に
焦
点
を
あ
て
、

独
怠
以
降
慾
法
改
正
に
笠
る
過
程
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
概
観
す
る
。

独
立
当
時
、
国
家
と
し
て
の
経
済
的
自
立
を
目
指
し
て
い
た
イ
ン
ド

に
と
っ
て
、
農
村
開
発
は
重
要
な
国
家
事
業
の
一
つ
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
迷
邦
政
府
レ
ベ
ル

で
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
直
接
的
契
機
と
考
え
ら
れ
る

の
が
、
一
九
五
一
年
か
ら
行
わ
れ
た
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
一
環
で
あ

る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
事
業

(
9
5
g
E喜

U
2
m
gち
5
0
2
?
β

品
目
白
円
)

の
失
敗
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
事
業
と
は
、
イ
ン
ド
全
土
を
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
ブ
ロ
ッ
ク
行
。
S
S
E
-
々
0
2
0目。℃
5
0
2
巴
cnr)

に
分
割
し
、
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
基
本
単
位
と
し
て
、
開
発
事
業
を
進
め

て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
事
業
の
失
敗
を
受
け
て
立
ち
上
げ
ら

れ
た
パ
ル
ワ
ン
ト
ラ
イ
・
メ
!
タ
委
員
会
は
、
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
、

選
出
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
レ
ベ
ル
を
中
間
腐
と

す
る
二
一
協
明
か
ら
な
る
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
制
度
の
確
立
と
、
パ
ン

チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
を
通
じ
て
の
「
民
主
的
分
権
化

6
0コMong円

H
n
o
?

8
E
E
W
E
Sこ
を
提
開
削
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
開
発
ブ
ロ
ッ
ク
の
規

模
が
開
発
に
と
っ
て
の
最
適
規
模
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
単
紋
と

し
て
の
存
続
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
「
民
主
的
分
権
化
」
を
提
言
し

て
い
る
。
こ
の
報
告
書
の
提
言
を
受
け
、
一
九
五
九
年
一

O
月
二
日
に

は
国
家
開
発
評
議
会
に
よ
っ
て
泳
認
を
受
け
た
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制

度
が
、
ネ
ル

1
首
相
の
開
始
宣
言
に
よ
り
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
州
に
お
い
て

発
足
し
た
が
、
制
度
は
そ
の
後
低
迷
し
た
。

こ
こ
で
段
目
し
た
い
の
は
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
と
い
う
一
百
葉
の
持

つ
概
念
の
変
化
で
あ
る
。
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
は
農
村
部
に
お
け
る
行

政
単
位
、
と
い
う
従
来
の
と
ら
え
ら
れ
方
か
ら
、
会
て
の
村
氏
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
村
会

(
Q
g
r
5と
か
ら
連
邦
下
院

p
o
r
r
gと

ま
で
を
有
機
的
に
連
関
さ
せ
る
、
統
治
過
程
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
パ
ル
ワ
ン
ト
ラ
イ
・

メ
l
ヂ
委
員
会
の
提
唱
す
る
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
制
度
の
目
的
は
、
パ

ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
事
業
に
人
々
の

参
加
を
促
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
第
一
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は

あ
く
ま
で
も
国
家
開
発
の
た
め
の
農
村
開
発
事
業
の
捻
進
で
あ
っ
た
こ

「ヶ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
ハ
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
迷
邦
|
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
い
(
今
藤
)

一一七



筑
波
法
政
第
二
一
十
七
号
(
二

O
O
四

と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
、
停
滞
す
る
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
見
直
し
を
目

的
と
し
て
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
に
関
す
る
委
員
会
(
委
員
長
の

名
を
と
っ
て
通
称
ア
シ
ヨ
ク
・
メ

1
タ
委
員
会
)
が
任
命
さ
れ
る
。
こ

の
背
景
に
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
一
.
年
間
に
わ
た
っ
た
非
常
事
態
宣

J

…訪

の
後
、
一
九
七
七
年
に
行
わ
れ
た
選
挙
で
国
民
会
議
派
が
大
敗
し
、
連

邦
政
府
に
、
非
会
議
派
政
権
州
か
ら
の
分
権
要
求
に
応
え
、
つ
る
、
独
立

後
初
の
非
会
議
派
政
権
と
し
て
ジ
ヤ
ナ
タ
党
政
権
が
設
立
さ
れ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ア
シ
ヨ
ク
・
メ

i
タ
委
員
会
報
告
書
で
は
、
県
レ

ベ
ル
と
複
数
村
レ
ベ
ル
の
一
一
層
構
造
の
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
が
提
案
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
事
業
の
見
夜
し
、

と
い
う
視
点
か
ら
、
プ
ロ
ッ
ク
レ
ベ
ル
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
た
パ
ル
ワ
ン
ト
ラ
イ
・
メ
ー
タ
委
員
会
の
パ
ン
チ
ャ
ー

ヤ
ッ
ト
制
度
と
は
対
照
的
な
構
造
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ツ

ト
に
法
的
拘
束
力
を
伴
う
憲
法
仁
の
地
佼
の
必
要
性
が
あ
る
と
提
一
汗
し

た
こ
と
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
へ
の
政
党
関
与
を
積
極
的
に
推
奨
し
た

こ
と
が
、
本
委
員
会
報
告
の
章
一
笑
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
こ
れ
ら
の
点
は
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
、
隊
中
な
る
開
発
事
業
の

担
い
手
と
し
て
の
機
能
の
み
で
な
く
、
政
治
的
役
割
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
ら
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
シ
ュ
!
は
、
ア

シ
ヨ
ク
・
メ

i
タ
委
員
会
以
降
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
を
第

A

一
佐
代
パ

ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
と
し
、
新
附
一
代
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
登
場
に
は
開

Fじ

発
機
関
(
己

2
a
a
s
g円

C
吋岡田三
N
S
gロ
)
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ツ

ト
か
ら
政
治
制
度
(
℃

CES--Dag-3)
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ツ

ト
へ
の
発
展
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
の
制
度
化
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
及
び
州
政
府

か
ら
の
権
限
移
譲
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
議
論
、
そ
し
て
そ
れ
を
憲

法
に
明
記
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
高
ま
り
を
見
せ
る
一
方
で
、

一
九
八
三
年
に
設
立
さ
れ
た
連
邦
・
州
関
係
に
関
す
る
委
員
会
、
通
称

サ
ル
カ
リ
ア
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
を
全

国
的
な
制
度
と
し
て
整
備
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。

連
邦
・
州
政
府
関
係
の
見
直
し
を
目
的
と
す
る
サ
ル
カ
リ
ア
委
員
会
に

お
い
て
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
開
発
事
業
の
担
い
手
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
パ
ン

チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
が
、
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
政
府
術
関
係
の
文
派
に

佼
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
新
し
い
展
開
測
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
へ
の
積
極
的
な
「
政
党
関
与
」
を

挺
一
一
目
し
た

J

九
七
八
年
の
ア
シ
ヨ
ク
・
メ
ー
タ
委
員
会
の
報
借
金
目
は
、

特
に
非
会
議
派
政
権
州
に
と
っ
て
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
こ

の
報
告
書
の
内
谷
を
受
け
、
」
九
七
七
年
か
ら
共
産
党
(
マ
ル
ク
ス
主

義
)
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
西
ベ
ン
ガ
ル
州
で
は
、
共
産
党
主
導
の
も
と

に
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
を
通
じ
た
分
権
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
同
じ

よ
う
に
、
…
九
八
五
年
に
ジ
ャ
ナ
タ
・
ダ
ル
政
擦
が
誕
生
し
た
カ
ル



ナ
l
タ
カ
州
に
お
い
て
も
、
政
党
主
導
に
よ
る
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制

度
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
に
関
す

る
憲
法
改
正
論
が
現
実
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た

A

九
八

0
年
代
後

半
に
は
、
特
に
非
会
議
派
政
権
州
に
お
い
て
、
州
政
府
主
導
の
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
。
一
万
で
、
一
九
八
九
年
に
は

迷
邦
下
院
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ラ
ジ

i
ヴ
・
ガ
ン

デ
ィ
ー
を
党
首
と
す
る
会
議
派
は
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
を
連
邦
レ
ベ

ル
に
お
け
る
ア
ジ
エ
ン
ダ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
会
議
派
政
権
州

に
お
け
る
州
レ
ベ
ル
へ
の
政
治
に
関
与
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
惑
と
、

そ
し
て
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
を
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
加
え
る
こ
と
で

農
民
層
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
こ
れ
を
選
挙
に
有
利
に
活
用
し
た
い
と
い
う

思
惑
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
八
八
年
末
ま
で
に
、

P
-
K
-
タ
ン
ゴ
ン
を
委
員
長
と
す
る
農

村
開
発
省
の
た
め
の
国
会
委
員
会
が
報
告
書
を
提
出
し
た
。
報
告
書
の

内
容
は
①
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
を
憲
法
に
明
記
す
る
こ
と
②
三
層

か
ら
な
る
制
度
と
す
る
こ
と
③
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
は
委
員
会
を

中
心
と
す
る
制
度
と
す
る
こ
と
④
指
定
カ

1
ス
ト
、
指
定
部
族
、
女
性

に
対
し
て
穏
保
議
席
を
設
け
る
こ
と
①
全
て
の
州
に
財
政
委
員
会
を
設

立
す
る
こ
と
@
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
法
は
全
国
的
な
統
一
性
を
維
持
す

る
た
め
に
連
邦
法
と
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
捻
討
を
受
け
て
、

川
九
八
九
年
五
月
一
五
日
、
第
六
四
次
憲
法
改
正
法
案
が
悶
会
に
提
出

さ
れ
た
。
内
容
は
、
概
ね
ア
シ
ヨ
ク
・
メ
ー
タ
委
員
会
の
報
告
番
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
統
領
任
命
職
で
あ
る
州
知
事
に
、
パ
ン
チ
ャ

l

ヤ
ッ
ト
の
解
散
擦
を
付
与
す
る
、
と
い
う
条
項
が
第
六
四
次
憲
法
改
正

法
案
か
ら
は
削
除
さ
れ
た

G

こ
れ
は
、
こ
の
条
項
に
対
す
る
非
会
議
派

政
権
州
か
ら
の
反
対
に
、
連
邦
政
府
が
譲
歩
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い

る
Q

し
か
し
な
が
ら
連
邦
政
府
側
の
譲
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
閥

次
憲
法
改
正
法
案
が
実
現
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
邦
政
府
が
州

政
府
の
頭
越
し
に
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
干
渉
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た

非
会
議
派
州
か
ら
の
批
判
が
一
一
凶
と
な
り
、
法
案
は
連
邦
上
院
に
お
い

て
二
票
の
差
で
否
決
さ
れ
た
。

一
九
八
九
年

A

一
月
に
行
わ
れ
た
連
邦
下
院
選
挙
で
会
議
派
は
敗
北

し
、
代
わ
っ
て
一
二
月
、
ジ
ヤ
ナ
タ
・
ダ
ル
の

V
・
P
-
シ
ン
を
首
相

と
す
る
悶
民
戦
線
政
権
が
発
足
す
る
。
悶
民
戦
線
政
権
は
複
数
の
政
党

か
ら
な
る
政
党
連
合
に
よ
る
連
立
政
様
で
あ
っ
た
。
国
民
戦
線
政
府
は
、

前
政
権
か
ら
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
関
す
る
憲
法
改
正
の
方
向
を
継
続

し
、
一
九
九

O
年
九
月
七
日
に
、
農
村
地
方
自
治
体
で
あ
る
パ
ン
チ
ャ

l

ヤ
ッ
ト
と
、
都
市
部
に
お
け
る
自
治
体
で
あ
る
ミ
ユ
子
ン
パ
リ
テ
ィ
ー

と
の
両
者
に
関
す
る
憲
法
改
正
法
案
で
あ
る
、
第
七
四
次
憲
法
改
正
法

案
を
提
出
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
民
戦
線
政
府
は
、
連
合
政
権
と
し

て
の
安
定
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、
指
定
カ

i
ス
ト
と
そ
の
他
の
後
進
階

級
へ
の
優
遇
政
策
が
世
論
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
年
一

一
月
に
解
散
す
る
。
そ
の
後
、
ジ
ヤ
ナ
タ
・
ダ
ル
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
シ
エ

カ
i
ル
が
政
権
を
引
き
継
い
だ
が
、
経
済
危
機
の
深
刻
化
等
か
ら
翌
年

『ケ

1
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
迷
邦
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

二
七
三



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
つ
一

O
O
問
)

一
九
九
一
年
の
三
月
に
は
辞
職
し
て
し
ま
い
、
一
九
九
一
年
に
は
、
第

4
0
間
連
邦
下
院
選
挙
が
行
わ
れ
、
会
議
派
の
復
活
へ
と
つ
な
が
っ
て

ト

ν
ノ、、。百

円
び
連
邦
政
権
に
返
り
咲
い
た
会
議
派
は
、
六
月
、
ナ
ラ
シ
ム
ハ
・

ラ
オ
を
首
相
と
し
新
政
権
を
発
足
さ
せ
た
。
そ
し
て
同
年
九
月
、
ナ
ラ

シ
ム
ハ
・
ラ
オ
政
権
は
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
矧
附
す
る
第
七
二
次
憲
法

改
正
法
案
と
都
市
部
地
方
自
治
に
関
す
る
第
七
一
一
一
次
憲
法
改
正
法
案
を

開
会
に
提
出
す
る
。
両
法
案
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
一
一
一
目
、
下
院

で
可
決
さ
れ
、
翌
日
上
院
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
。
出
会
審
議
過
程
で

法
案
は
そ
れ
ぞ
れ
第
七
三
次
憲
法
改
正
、
第
七
四
次
憲
法
改
正
と
な
り
、

半
数
以
上
の
州
議
会
の
同
意
を
得
た
後
、
大
統
領
に
よ
る
承
認
を
絞
、

そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
三
年
、
一
九
九
一
一
一
年
に
第
七
三
次
、
七
四
次
憲
法
改

正
が
行
わ
れ
た
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
に
関
す
る
憲
法
改

正
過
相
続
に
お
い
て
は
、
一
つ
に
は
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
が
持
つ

意
味
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
事
業
で
あ
る
農
村
開
発
事

業
の
、
現
場
に
お
け
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
い
う
、
開
発
主
体
と
し
て
の

み
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
、
国
家
政
治
制
度
の
一
部
で
あ
る
、
自
治

主
体
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
側
面
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
変

化
で
あ
る
。
自
治
主
体
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
は
、
連
邦

制
国
家
で
あ
る
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
政
府
間
間
関
係
へ
の
示
唆
を
持
つ
存

主
と
も
な
り
う
る
。
さ
ら
に
、
改
正
過
程
に
お
い
て
は
、
連
邦
政
府
と

二
七
四

州
政
府
と
の
関
係
が
、
政
党
関
係
と
し
て
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と

も
指
摘
で
き
る
。
第
七
一
一
一
次
憲
法
改
正
は
、
以
上
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、

イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
制
度
の
発
展
と
い
う
文

脈
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
転
換
点
で
あ
っ
た
。

(
ニ
)
憲
法
改
正
に
よ
る
制
度
変
化

第
七
一
一
一
次
憲
法
改
正
を
も
っ
て
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
に
つ
い

て
の
規
定
は
憲
法
第
九
編
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
九
編
は

第
一
一
四
一
一
一
条
か
ら
第
二
四
一
一
一
条
O
ま
で
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
憲
法
改
正
の
内
容
を
ま
と
め
た
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て

共
通
し
て
い
る
義
務
事
項

g
p
E
g
。q
M
4
2宣
言
∞
)
と
任
意
事
項

5
5
5
5
E
q
閉
ざ
三
宮
口
出
)
と
い
う
分
類
を
参
考
に
、
以
下
表
1
に

お
い
て
憲
法
改
正
の
内
容
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
義
務
事
項

と
は
、
憲
法
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
ぶ
さ
れ
た
パ
ン
チ
ャ

l

ヤ
ッ
ト
の
全
国
統
一
的
な
基
準
で
あ
る
。
憲
法
に
一
不
さ
れ
た
全
国
統
一

の
基
準
を
守
る
こ
と
が
州
政
府
に
義
務
付
け
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、

義
務
事
柄
引
と
す
る
。
一
方
、
任
意
事
項
と
は
、
そ
の
事
項
に
関
す
る
裁

量
権
が
州
に
あ
る
こ
と
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
事
項
を
指
す
。
こ
の
分

類
は
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
を
政
府
間
関
係
と
い
う
文
脈
で
検
討

す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。



.憲法第九編における義務事項と任意事項

条項 連邦(義務事項) 州(任意事項)

第243条定義 District， Gram Sabha， intermediate パンチャーヤットの名称

leveJ， panchayat， panchayat area， 

popuJation， villageの定義

第243条A 村会 村会の権限、来たすべき

機能の内容は州法によっ

て規定される

第243条 B /{ン 各州において 3(2)層からなるパ

チャーヤットの設立 ンチャーヤツトが設立される

第243条 C ;{ン -パンチャーヤットメンバーは直 -村落レベルパンチャー

チャーヤットの構成 接選挙によって選出される ヤット議長の選出方法は

-中関レベル、県レベルのパン 州法によって規定される

チャーヤット議長は議員聞の互選

によって選出される

-村落レベルのパンチャーヤット

議長が中間レベルのパンチャー

ヤット議員となり、中間レベルの

パンチヤ}ヤット議長が県レベル

のパンチャーヤット議員となる

第243条D 留保議 -パンチャーヤット議席は、人口 -指定カースト・指定部

席 比で指定カースト・指定部族に輪 族への留保配分は州政府

番制で留保される が決定する。

-指定カースト・指定部族に留保

された議席の三分の一以上の議席

は指定カースト、指定部族の女性

に留保される

-パンチャーヤット総議席の三分

の一以上は輪番制で女性に留保さ

れる

-パンチャーヤット議長職につい

ても指定カースト・指定部族には

人口比で、女性には三分の一以上

が輪番制で留保される

-以上の留保は過渡的なものであ

る (50年)

表 1

『ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦

l
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

二
七
五



条項 連邦(義務事項) 州(任.g、事項)

第243条五任期j パンチャーヤットの任期は五年

務243条F 不適格 パンチャーヤット議員の

事項 不適格性は州法によって

規定される

第 243条 G パン 州議会は法によってパンチャー パンチャーヤットに移譲

チャーヤットの権限 ヤットが自治制度として機能する される権限の内容、程度

権威、責任 のに必要な権限と権威を付与し、 は州法によって規定され

経済開発と社会正義のための計i題 る

準備、憲法第11附則に列挙された

事項を執行するために、適切なレ

ベルへのパンチャーヤットへの権

限と資ff.の移譲を行うこと

第 243条 H ノfン -州議会は法によってパンチャー -課税・徴税の対象、方

チャーヤットの財源 ヤットに課税、徴税権を与えるこ 法は州法によって規定さ

課税権 と れる

-州議会は州公債恭金 (conso]ト -丹、|公債基金からの補助

dated fund)からパンチャーヤッ 金の綴はナH法によって規

トへ補助金 (grants-in-aid) を与 定される

えること

第243条 I 財政委 州知事はパンチャーヤットと州政 財政委員会の構成、適格

員会の設立 府の財源配分、パンチャーヤット 条件は州、i法によって規定

の各レベルi討の財源配分、外|公債 される

基金からの補助金額等を決定する

原則の助言、パンチヤ}ヤット財

政の改善のための助言等を行う財

政委員会を憲法改正から A 年以内、

それ以降は解散に伴って 5年毎に

設立すること

第 243条 J ノfン 州議会はパンチャーヤットの会計 会計監査条項の内容は州

チャーヤットの会;1I を監'i'f..管理するための条項 j去によって規定される

監査 (provision) を設立すること

第 243条 K ノfン -パンチャーヤット選挙の驚理は、 パンチャーヤット選挙の

チヤ」ヤット選うち 州選考誇管型~.委員会によってれわれ 方法はナH法によって規定

るものとする される

-州議会はパンチャーヤット選挙

に関する条項 (provision) を制定

すること

筑
波
法
政
第
三
十
七
号

0
0凶
)

七
六



条項 連邦(義務専f.jf[) 州(1f意事.IXi)

第243条L 連邦l!主 知事は行政官として、州議会l主連
戦地への適用 邦政事宮地議会を持つ迷1'11直轄地は

i患邦夜轄地議会として適用される

第243条M 改正が -憲法第244条に規定されている

適用されない地域 指定地域には適用されない

-ナガランド・メガラヤ・ミゾラ

ムには適用されない

-マニプールの丘陵地帝には適用

されない

-凶ベンガルダージリン県のパン

チャーヤットには適用きれない

-附ベシカゃル州議会は適用外地域

を三分の二以上の出席・投票に基

づく後成過半数によって拡大する

ことができる

第243条N 既存の -改正に基づいた州法が制定され -改正に基づいた州法を

パンチャーヤットの るまで、改正以前から存在したパ いつ制定するか

継続について ンチャーヤットに関するナNit;は存
統する

-改正以前から存夜したパン

チャーヤットはその任期が終了す

るまで、あるいは州議会によって

解散されるまで存続する

第243条O 選 挙事 第243K条によって定められたパ

項における裁判所の ンチャーヤットの選挙事項に関す

介入の禁JL る全ての法の正当1''1:はどのような

裁判所においても問題とされない

第243条ZD 県計 -全ての州の県レベルにその県に -県計画委員会の構成は

樹委員会の設立につ おけるパンチャーヤットとミュニ 州議会によって決定され

いて シパリティーの計画を統合し、 l県 る

全体の計図i案を立案する県吉I-u曲I委 -県計i同委員会の機能は

員会を設立する 州議会によって決定され

-県言十[削委員の五分の間以 Lはそ る

の!棋における農村人口と都市人口 -委員長の選出方法はナli
の割合と阿じ割合で県レベルのパ 議会によって選出される

ンチャーヤット、ミュニシパリ

ティーのメンバーがなること

吋ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
疑
問
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
い
(
今
藤
)

lH所:Constitution of lnd山第 9編より作成

二
七
七



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二

0
0
四
)

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
方
針
と
な
る
大
枠
の
鋭
定
が
憲
法
に
明

記
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
、
内
容
に
関
す
る
規
定
は
州
政
府
の
裁

最
下
に
緩
か
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
憲
法
上
、
任
意

事
項
と
し
て
開
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
地
方
自
治

が
州
管
轄
権
限
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
明
・
文
化
さ
れ
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
、
憲
法
改
正
後
に
お
い
て
も
、
地
方
臼
拾
を
そ
の
管
轄
権
限
に

含
む
州
政
府
の
裁
量
が
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
に
対
し
て
大
き
な

影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

時
弗
ニ
立
国
十

ケ
i
ラ
ラ
州
に
お
け
る

パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
と
地
方
分
権

本
占
禁
で
は
、
ケ

l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
農
村
地
方
自
治
制
度
の
展
開
を
、

農
村
開
発
に
関
わ
る
社
会
状
況
と
と
も
に
概
観
す
る
。

(
一
)
ケ
!
ラ
ラ
州
に
お
け
る
社
会
の
成
熟
一
ケ
i
ラ
ラ
・
モ
デ
ル

ヶ
l
ラ
ラ
州
は
、
一
九
五
六
年
、
ト
ラ
パ
ン
コ
ー
ル
、
コ
ー
チ
ン
、

マ
ラ
パ

l
ル
の
一
一
一
つ
地
域
か
ら
、
マ
ラ
ヤ
ラ
ム
諾
を
山
中
心
と
し
て
再
編

さ
れ
た
一
一
討
話
州
で
あ
る
。
イ
ン
ド
斑
大
陸
の
南
端
河
川
聞
に
、
ア
ラ
ビ
ア

海
に
而
し
て
位
置
す
る
。
面
積
二
一
八
、
八
六
三
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

約
二
九
O
O
万
人
の
州
人
口
の
う
ち
約
七
問
%
を
農
村
人
口
が
占
め
、

労
働
人
口
の
五
O
%
近
く
は
第
一
次
産
業
に
従
事
し
て
い
る
。

一
一
仁
八

ヶ
ー
ラ
ラ
州
政
府
の
ホ

1
ム
ペ

l
ジ
に
は
、
「
イ
ン
ド
で
初
め
て
完

全
識
字
を
達
成
し
た
州
」
、
「
土
地
改
革
を
行
っ
た
初
め
て
の
州
」
、
「
寿

命
が
最
も
長
い
州
」
、
「
出
生
率
が
最
も
低
い
州
」
、
「
幼
児
死
亡
率
が
綾

も
低
い
州
」
、
「
全
て
の
村
落
に
病
院
が
あ
る
唯
一
の
州
」
、
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
チ
ャ

i
が
最
も
高
い
州
」
と
い
っ
た
文

句
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
イ
ン
ド
全
体
の
識
字
事
が
六
五
・

三
八
%
で
あ
る
中
、
ヶ
!
ラ
ラ
州
は
九

0
・
九
二
%
も
の
識
字
率
を
誇

り
、
一
平
均
寿
命
は
男
性
が
七

0
・
六
九
歳
、
女
性
が
七
五
歳
、
出
生
準

は一

0
0
0
人
の
女
性
に
対
し
て
イ
ン
ド
全
体
が
一
一
一
一
人
で
あ
る
の
に

対
し
ニ
O
人
、
乳
児
死
亡
率
は
一

0
0
0人
に
対
し
て
イ
ン
ド
全
体
が

八
五
人
で
あ
る
の
に
対
し
…
七
人
で
あ
る
。
ま
た
、
農
村
に
お
い
て
、

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
全
天
候
型
道
路
、
バ
ス
停
、
郵
便
局
、
初
等

学
校
、
中
間
学
校
(
ミ
ド
ル
・
ス
ク
ー
ル
)
、
中
等
学
校
(
セ
カ
ン
ダ

リ
i
・
ス
ク
ー
ル
)
、
適
正
価
格
販
売
郎
、
薬
局
、
ヘ
ル
ス
・
セ
ン
タ
ー
、

日
常
的
な
市
場
が
存
在
す
る
割
合
が
全
イ
ン
ド
中
一
位
で
あ
り
、
そ
の

う
ち
郵
便
局
と
初
等
学
校
は
カ
バ

i
率
一
O
O
%
(
全
イ
ン
ド
は
そ
れ

ぞ
れ
五
一
一
一
%
、
九
O
%
)
、
ミ
ド
ル
・
ス
ク
ー
ル
と
セ
カ
ン
ダ
リ

1
・

ス
ク
ー
ル
、
適
正
価
格
販
売
庄
は
九
九
%
(
会
イ
ン
ド
で
は
そ
れ
ぞ
れ

間
四
%
、
-
一
一
%
、
一
一
一
五
%
)
、
全
天
候
製
滋
路
と
バ
ス
停
に
関
し
て

も
九
八
%
(
全
イ
ン
ド
で
は
開
六
%
、
四
O
%
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

数
値
か
ら
、
ケ
l
ラ
ラ
州
は
、
他
の
州
と
比
較
し
、
農
村
地
域
に
お
け

る
生
活
環
境
や
社
会
設
備
の
観
点
か
ら
高
い
水
準
を
達
成
し
て
い
る
州



で
あ
る
と
言
え
る
。

A

方
で
、
ヶ
I
ラ
ラ
州
は
、
経
済
の
停
滞
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
州
で
も
あ
る
。
一
九
五
一
年
の
段
階
で
全
イ
ン
ド
中
第
一
位
だ
っ
た

人
口
当
た
り
州
内
総
生
産
(
印
。
勺
句
史

E
Z同
)
は
、
一
九
九
一
lile--

一

九
九
二
現
復
、
会
イ
ン
ド
平
均
の
八

O
%ま
で
に
落
ち
込
み
、
七

0
年

代
半
ば
か
ら
始
ま
っ
た
州
政
府
の
財
政
赤
字
は
八

0
年
代
後
半
以
降
さ

却
J

ら
に
深
刻
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
州
の
主
一
姿
農
産
日
間
で
あ
る
ゴ
ム
や
紅

茶
、
コ
ー
ヒ
ー
立
な
ど
は
国
際
市
場
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
、
加

え
て
特
に
中
東
な
ど
海
外
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
に
よ
る
送
金
が
、
州
経

済
に
も
た
ら
す
影
響
も
大
き
い
こ
と
が
、
州
経
済
の
外
部
要
因
に
対
す

る
脆
弱
性
を
示
し
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
、
経
済
的
停
滞
と
生
活
開
発
指
数
の
高
水
準

達
成
が
同
時
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
経
済
的
停
滞
の
中
で

も
高
い
生
活
水
準
が
達
成
さ
れ
て
い
る
現
実
は
、
一
九
七
五
年
、
開
発

研
究
セ
ン
タ
ー

(
n
S
5
沙門

0
2
n
-
8
3
0
2
∞
FE5(山

内

R
P
U
)
)
に
よ
っ

て
初
め
て
「
ケ

l
ラ
ラ
・
モ
デ
ル
」
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
。

「ヶ

l
ラ
ラ
・
モ
デ
ル
」
を
説
明
す
る
要
因
の
一
つ
は
、
ケ

1
ラ
ラ

州
に
お
け
る
、
大
衆
が
主
体
と
な
っ
た
公
共
運
動
(
ヨ
白
羽
田
宮
g
R
R，

江
0
2
)

の
活
発
性
に
求
め
ら
れ
る
。
ヶ

l
ラ
ラ
州
に
お
い
て
は
成
人
の

三
分
の
一
が
、
労
働
組
合
、
農
民
連
合
、
学
生
間
体
な
ど
、
何
ら
か
の

大
衆
組
織
に
属
し
て
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
「
ヶ

i
ラ
ラ
・
モ
デ

ル
」
に
見
ら
れ
る
高
水
準
の
生
活
指
数
は
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
運
動
、

そ
し
て
そ
れ
を
動
員
す
る
社
会
組
織
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
顕
著

な
例
の
一
つ
が
ケ

l
ラ
ラ
科
学
文
化
協
会

(
p
g
E
g
g
s
印国

5
5

〔
泣

v

gユ
山
吉
弘
関
白
印
刷
乙
で
あ
る
。
穴
∞
印
刷

V

は
一
九
六

4

一
年
、
ヶ

1
ラ
ラ
州

の
母
語
で
あ
る
マ
ラ
ヤ
ラ
ム
語
に
よ
る
科
学
の
努
及
を
目
的
と
し
て
創

設
さ
れ
た
。
村
落
、
サ
ブ
リ
ー
ジ
ョ
ン
、
県
、
州
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
か

ら
な
る
組
織
構
造
を
持
ち
、
メ
ン
バ
ー
は
教
育
者
予
備
軍
で
あ
る
教
育

を
受
け
た
職
の
な
い
青
年

(
E
5
5立
3
a
a
z
g広
島
苫
=
乏
を
中
心

に
、
農
民
、
学
生
、
科
学
者
、
技
術
者
、
弁
護
士
な
ど
約
四
万
人
、
ケ
ー

ラ
ラ
全
州
に
二

0
0
0
の
支
部
を
持
つ
。
彼
ら
の
活
動
は
、
と
く
に
ケ

l

ラ
ラ
州
に
お
け
る
識
字
率
の
向
上
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
択
的
唱
の
活
動
範
聞
は
、
識
字
普
及
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
教
育
分

野
か
ら
施
設
の
建
設
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
地
方
分
権
化
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の

よ
う
な
、
活
発
な
社
会
組
織
の
存
在
の
存
在
と
、
そ
れ
が
可
能
に
し
た

農
村
社
会
の
成
熟
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
震
で
南
京
で
あ
ろ
う
。

(
ニ
)
ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
民
主
的
分
権

本
節
で
は
、
政
治
制
度
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
が
、
ケ

i

ラ
ラ
州
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
見
て
い
く
。

ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
い
て
、
農
村
地
方
自
治
制
度
の
裳
備
は
、
一
九
五

六
年
の
州
設
立
当
初
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
。
高
九
五
七
年
に
共
産
党

政
擦
が
樹
立
さ
れ
、

E
-
M
・
S
-
ナ
ン
ブ

i
デ
イ
リ
パ
ド
を
委
員
長

『ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦
i
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
』
(
今
藤
)

二
七
九
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C
C
問
)

と
す
る
行
政
改
革
委
員
会
が
発
足
す
る
。
委
員
会
は
翌
年
報
告
書
を
提

出
し
、
そ
の
報
告
書
に
基
づ
い
た
ケ

i
ラ
ラ
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
法
案

声明『
e
M
M
g
n
E苫
H
E
C
、
県
議
会
法
案

(UEH15PEEn-ニ
出
向
)

が
州
議
会
に
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
例
法
案
は
州
政
府
、
州
議

会
の
解
散
と
と
も
に
却
下
さ
れ
る
。
そ
の
翌
年
、
一
九
六

O
年
に
発
足

し
た
会
議
派
を
中
心
と
す
る
連
合
政
権
が
ケ

l
ラ
ラ
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ツ

ト
法
示
。
邑
陪

EEnzp百
円
〉
立
]
唱
。
。
)
を
成
立
さ
せ
る
。
同
法
は
、
州

市
川
一
縦
以
前
の

2
一
地
域
に
お
け
る
地
方
制
度
を
ま
と
め
た
内
容
で
あ
っ
た
の

州
政
府
は
地
方
自
治
体
に
様
々
な
権
限
を
与
え
る
と
し
た
も
の
の
、
実

際
の
権
限
移
譲
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
六
四
年
、
新
政

権
が
樹
」
げ
ん
し
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
バ
ル
ワ
ン
ト
ラ
イ
・
メ

i
タ
委
員
会

報
告
書
に
基
づ
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
レ
ベ
ル
を
中
心
的
な
単
位
と
し
た
二
層

か
ら
な
る
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
を
規
定
す
る
法
案
(
関
白
芝
田

吉
田
急
安
田
ニ

E
E
n
c吉町一
Z
E
N
P
E
E号
宮
号
室
}
)
が
提
出
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
同
政
権
は
数
ヶ
月
で
解
散
し
、
法
案
は
成
立
し
な

か
っ
た
。
そ
の
後
非
常
事
態
宣
-
一
首
を
経
て
一
九
六
七
年
に
再
び

E
-
M
・

S
-
ナ
ン
ブ
!
デ
ィ
リ
パ
ド
政
権
が
誕
生
す
る
c

持
政
権
は
ケ

l
ラ
ラ

パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
法
案
(
穴
m
g
z
F口
n
y
a
s五
ヨ
ロ
)
を
提
出
し

た
も
の
の
、
一
九
七

O
年
に
州
議
会
が
解
散
し
、
ま
た
も
法
案
成
立
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
.
九
七
一
年
に
誕
生
し
た
ア
チ
ユ
タ
・
メ
ノ
ン
政

権

P
0
2
は
ケ

i
ラ
ラ
県
行
政
法
案
(
穴

q己日
C
Z号
門
〉
仏
5
5
5
S
E

cs=
虫
さ
を
提
出
す
る
が
こ
れ
も
ま
た
法
制
馴
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
終

ノl、。

わ
る
。
一
九
七
八
年

A
-
K
・
ア
ン
ソ
一
一

l
会
議
派
政
権
は
一
九
七
一

年
法
案
を
受
け
継
い
だ
ケ

l
ラ
ラ
県
行
政
法
案

(
p
s
u
o
-
M
g口
同
〉
千

三
口
z
q呂
S
E
-
-
)
を
待
び
議
会
に
提
出
し
、
こ
れ
は
大
統
領
の
署
名

を
経
て
一
九
八

O
年

E
-
K
-
ナ
ヤ
ナ

i
ル
政
権

p
o
Z
の
も
と
で

成
h

比
す
る
。
一
九
八
八
年
に
は
同
法
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
改
正
点
を

提
案
し
た
、
県
以
下
レ
ベ
ル
に
お
け
る
山
民
主
的
分
権
に
向
け
て
採
ら
れ

る
べ
き
手
段
に
関
す
る
報
告
書
扇
町
宮
口

g
任

2HMO怒
号

g
S
W
E
E
-

u
m
g
o
n
g
t
n
o
o
n
g
g
E邑
S
民
門

you-出
5
3
8品
目
。
宅
町
二

20})
が

提
出
さ
れ
る
も
の
の
、
政
権
か
ら
の
反
応
は
鈍
い
も
の
で
あ
っ
た
c

そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
九
九

O
年
に
入
り
、
ナ
ヤ
ナ

i
ル
政
権
は
県

レ
ベ
ル
の
議
会
に
お
け
る
選
挙
の
実
施
を
貫
一
宮
、
一
九
九
一
年
二
月
に

県
議
会
選
挙
と
権
限
の
移
譲
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
六
月
に
カ

ル
ナ
カ
ラ
ン
政
権

(CEHaugMongtn
明

gE'COMU)
が
発
足
し
た

後
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
法
制
的
に
可
能
に
す
る
予
算
措
置
な
ど
が
と
ら

れ
ず
、
県
議
会
は
様
々
な
制
限
か
ら
、
州
政
府
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し

て
の
地
位
に
と
ど
ま
る
結
来
と
な
る
。
そ
の
後
も
む

D
F
政
権
は
、
一

九
八

O
年
法
を
県
議
会
の
権
限
を
弱
め
る
方
向
で
改
正
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
ヶ

I
ラ
ラ
州
に
お
け
る
地
方
自
治
体
は
い
っ
そ
う
形
骸
化
が
進
む

お
)

こ
と
に
な
る
。

や
や
単
純
化
し
て
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
ケ
!
ラ
ラ
州
に
お
け
る
州
政

治
は
、
札
八
燦
党
を
山
中
心
と
す
る
友
派
勢
力

(
L
D
F勢
力
)
と
、
会
議

派
勢
力

(
U
D
F勢
力
)
と
の
二
大
勢
力
の
頻
繁
な
交
代
に
よ
っ
て
行



わ
れ
て
き
て
い
る
。
州
以
下
レ
ベ
ル
へ
の
分
権
化
を
推
し
進
め
、
パ
ン

チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
の
強
化
を
法
制
化
し
よ
う
と
す
る
左
派
勢
力
に
対

し
、
会
議
派
勢
力
は
分
権
化
に
消
械
的
で
あ
り
、
両
者
の
頻
繁
な
政
権

交
代
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
州
に
お
い
て
す
で
に
達
成

さ
れ
て
い
る
社
会
的
な
レ
ベ
ル
で
の
成
熟
が
、
政
治
的
な
レ
ベ
ル
で
の

法
制
化
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
と
詩
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
迷
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
第
じ
三
次
慾
法

改
正
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
憲
法
改
正
は
、
そ
の
後
樹
立
さ
れ
た

L
D
F政
権
が
行
っ
た
政
策
と
あ
い
ま
っ
て
、
ケ

i
ラ
ラ
州
に
お
け
る

修
養
状
況
を
打
破
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
以
下
に

そ
の
滋
制
作
を
見
て
い
く
。

憲
法
改
正
に
お
い
て
州
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
法
の
改
正
が
義
務
付
け

ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
九
四
年
に

U
D
F
政
権
の
も
と
で
ケ

l
ラ

ラ
州
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
案
(
存
呈
出

E
2
n
E百
円
刃
必
回
出
)
が
提

出
さ
れ
た
c

し
か
し
な
が
ら
同
法
案
に
対
し
て
は
、
そ
の
制
限
的
な
特

徴
に
批
判
が
相
次
ぎ
、
法
案
に
対
す
る
大
幅
な
改
配
を
終
た
上
で
、
問

年
ケ

l
ラ
ラ
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
(
穴

O
E
E
E
=
n
F
3
a
〉
主
と
し

て
成
ム
ー
す
る
。
同
法
に
基
づ
き
、
一
九
九
五
年
九
月
に
は
パ
ン
チ
ャ

i

ヤ
ッ
ト
選
挙
が
行
わ
れ
、
一

O
月
二
日
、
憲
法
改
正
後
の
パ
ン
チ
ャ
!

ヤ
ッ
ト
制
度
が
開
始
さ
れ
る
。
続
く
一
九
九
六
年
、

L
D
F
政
権
が
樹

寂
さ
れ
、
農
村
地
方
自
治
お
よ
び
農
村
開
発
に
関
し
て
二
つ
の
重
要
な

政
策
を
行
う
。
一
つ
は
ピ

l
ブ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン

(30官
庁
〆
宣
言
包
口
問

cg玄
関
口
)
の
始
動
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
分
権
化
委
員
会

(
9
5
e

E
5
m
g
o
o
n
S
E
E
N
E
C
s
a
旬
。
垣
間
互
の
設
五
で
あ
る
。
後
者
は
、

委
員
長

S
-
B
・
セ
ン
の
名
前
を
取
っ
て
通
称
、
セ
ン
委
員
会
と
呼
ば

れ
る
。

d

叫

品

}

ピ
l
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
は
、
一
九
九
六
年
九
月
一
七
日
か
ら
、
政
府

主
導
の
も
と
段
階
(
翠
停
活
)
ベ

l
ス
で
行
わ
れ
た
農
村
開
発
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
で
あ
る
。
・
中
枢
組
織
は
ハ
イ
レ
ベ
ル
指
導
協
議
会
(
問
符

Z
bぐ
色

。

E
g
g
s
R戸
声
。
。
)
で
あ
り
、
ま
た
州
政
府
令
に
よ
り
、
州

計
一
削
局

G
S
H
O

閉

4
8
2
話
回
C
山
片
品
)
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
主
体
と

し
て
、
設
丘
さ
れ
た

o
H
L
G
C議
長
は
ナ
ン
ブ

1
デ
ィ
リ
パ
ド
が
務

め
、
ケ

i
ラ
ラ
州
議
会
議
員
、
ケ

l
ラ
ラ
州
選
出
の
国
会
議
員
、
州
政

府
高
官
、
大
衆
運
動
の
指
導
者
、
芸
術
家
、
文
学
者
、
-
文
化
的
指
導
者
、

歴
代
州
首
相
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。二出

p

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
五
段
階
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
段
階
は
、

人
々
の
ニ

l
ズ
の
特
定
・
発
掘
で
あ
る
。
農
村
部
で
は
、
村
落
に
住
む

人
々
が
斑
接
参
加
す
る
村
会
(
。

s
g
∞
阻
害
問
)
が
そ
の
場
と
な
っ
た
。

村
会
へ
の
出
席
率
を
高
め
、
人
々
の
参
加
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
目

的
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
チ
!
ム
に
よ
る
戸
別
訪
問
、
大
衆
組
織
に
よ

る
準
備
会
議
な
ど
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
村
会
(
都
市
部
に

お
い
て
は
区
会
)
へ
の
参
加
者
は

A

一五

O
万
人
に
上
っ
た
。
こ
の
段
階

で
の
成
果
は
、
村
落
の
人
々
の
ニ

l
ズ
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と

に
加
え
、
そ
れ
ま
で
人
々
の
問
に
蔓
延
し
て
い
た
、
村
会
へ
の
懐
疑
心

『ケ
1
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
1
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
い
イ
ン
ド
逮
邦
制
に
お
け
る
迷
邦
l
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

一一人



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二
O
O
四
)

が
払
拭
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
段
階
は
、
開
発
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
地
域

の
資
源
(
}
忠
弘

5
0
E
H
8
)
の
客
観
的
な
評
価
を
行
い
、
第
一
段
階
で

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
人
々
の
ニ
ー
ズ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
各
々
の
村
落
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
お
い
て
、
二
次
資
料
の

収
集
、
地
域
資
源
の
分
析
、
現
行
の
開
発
ス
キ

i
ム
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
こ
れ
ら
の
成
果
と
各
村
会
か
ら
の
報
告
書
を
ま
と
め
た
村
落
問
開
発

報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。

第
一
一
一
段
階
で
は
、
第
二
段
階
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
報
告
脅
か
ら
、
具

体
的
な
開
発
計
画
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
。
村
務
レ
ベ

ル
に
お
い
て
約
一
二
、

0
0
0
の
特
別
委
員
会

(grr月
三
が
編
成

さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
規
定
内
容
を
含
む
報
告
書
を
作
成
し
た
。
規
定
内

務
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
必
要
性
、
有
窓
性
、
受
益
省
選
定
の
基
準
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
期
間
と
そ
れ
に
対
す
る
技
術
的
な
分
析
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
実
施
機
関
の
特
定
、
財
源
の
特
定
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
直
接
的
、

間
接
的
コ
ス
ト
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
分
析
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の

提
案
で
あ
る
。

第
四
段
階
で
は
、
第
一
一
一
段
階
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
基
づ
い

て
、
年
次
計
闘
の
最
終
決
定
と
、
財
政
移
譲
の
割
り
当
て
が
村
落
パ
ン

チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
レ
ベ
ル
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
第
九
次
五
カ
年
計
画
に

よ
る
連
邦
政
府
か
ら
ケ
l
ラ
ラ
州
政
府
へ
の
計
画
補
助
金
の
う
ち
、
三

五
l
四
O
%
が
地
域
レ
ベ
ル
で
の
計
一
闘
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
地
域
レ

二
八
二

ベ
ル
に
お
け
る
計
画
支
出
分
野
の
内
訳
は
、
農
業
、
畜
産
業
、
漁
業
、

小
規
模
権
政
設
備
、
小
規
模
産
業
な
ど
の
生
産
業
部
門
に
四
O
l
五
O

%
、
教
育
、
保
健
衛
生
、
飲
料
水
、
社
会
保
障
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
部
門

に
一
二
O
i
四
O
%
、
道
路
、
橋
の
建
設
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
部
門
に
一
O
三
O
%
で
あ
っ
た
。

第
五
段
階
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
県
レ
ベ
ル
で
の
年
次
計
画
の
確
定
で
あ

る
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
、
県
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
お
い

て
、
村
洛
レ
ベ
ル
で
の
計
画
策
定
を
反
映
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
形

で
各
々
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
計
画
の
策
定
が
行
わ
れ
た
。
計
画
を
ま
と

め
る
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
レ
ベ
ル
で
策
定
さ
れ
た
計

闘
と
の
重
複
を
回
避
し
、
補
完
す
る
こ
と
が
特
に
注
意
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ピ
!
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
の
…
速
の
計
画
過
程
に
お
い

て
重
要
な
こ
と
は
、
開
発
計
闘
が
上
か
ら
で
は
な
く
、
下
か
ら
の
積
み

上
げ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
参
加
型
セ

ミ
ナ
ー
を
頻
繁
に
関
催

L
、
人
々
の
計
断
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
、
叫
一
川

間
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
計
繭
過
程
そ
の
も
の
の

正
当
性
が
開
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
四
段
階
で
行

わ
れ
た
計
画
補
助
金
の
分
配
に
お
い
て
は
、
人
口
ベ

l
ス
で
各
地
域
へ

の
配
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
領
域
爾
積
が
広
く
人
口
が
少
な
い

地
域
か
ら
の
抗
議
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
自
体
、
人
口
ベ

i
ス
と

い
う
補
助
金
配
分
の
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
が
明
確
に
さ
れ
、
人
々
の
間
に
広

く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
成
巣
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。



開
発
計
爾
過
程
へ
の
人
々
の
参
加
や
、
確
定
さ
れ
た
計
画
に
対
す
る

人
々
の
反
応
と
い
っ
た
、
政
策
決
定
に
お
け
る
循
環
的
な
相
互
作
用
に

対
し
、
参
加
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
の
も
た
ら
し
た
貢
献
は
大
き
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
注
目
し
た
い
の
が
、
セ
ミ
ナ
ー
や
村
会
、
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
お
い
て
助
言
者
の
役
割
を
果
た
し
た
リ
ソ
ー
ス
・

パ
l
ソ
ン
の
存
在
で
あ
る
。
リ
ソ
ー
ス
・
パ

l
ソ
ン
は
、
パ
ン
チ
ャ

1

ヤ
ッ
ト
の
選
出
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
過
去
に
も
選
出
さ
れ
た
経
験
が
あ

る
、
あ
る
い
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
者
の
割
合
が
低

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
を
補
完
す
る
制
度
を
作
る
目
的
で
設
定
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
リ
ソ
ー
ス
・
パ

l
ソ
ン
自
身
に
対
し
て
も
、
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
が
行
わ
れ
た
。
ピ

l
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
で
動
員
さ
れ
た
リ
ソ
ー
ス
・

パ
l
ソ
ン
は
、
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
助
言
を
行
う
キ

1
・
リ
ソ
ー
ス
・

パ
l
ソ
ン
(
咽
S
m
o
g
g刊
3
5
P
男
豆
、
県
リ
ソ
ー
ス
・
パ

1
ソ

ン

(
O
Z
E
a
m
g
C
E
R
o
-
M
R
8
p
o
m
g
、
地
域
リ
ソ
ー
ス
・
パ

l
ソ

ン

(Fon包
m
o
g
z『
8
3
3
0
P
F一m
g
に
区
分
さ
れ
、

K
R
P、
D
R

P
は
L
R
P
に
対
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
か
つ
地
域
レ
ベ
ル
に

お
け
る
計
画
策
定
に
お
い
て
も
補
助
的
な
役
割
を
に
な
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
た
。
リ
ソ
ー
ス
・
パ

1
ソ
ン
に
は
、
引
退
し
た
行
政
官
、
専
門
家

に
加
え
、
州
計
爾
局

(
S
P
B
)
や
県
計
画
審
議
会
(
豆
田
区
2
沼
包
口
百
個

n
o
E
n
p
oヌ
リ
)
の
委
員
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
計
画
そ
の
も

の
の
質
の
向
上
、
人
々
へ
の
教
育
効
果
だ
け
で
な
く
、
計
画
策
定
過
程

に
お
け
る
各
レ
ベ
ル
問
の
連
携
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
重
要
な
意
味

を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ピ
I
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
と
平
行
し
て
、

L
D
F政
権
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
セ
ン
委
員
会
は
、
政
治
制
度
的
側
面
か
ら
ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け

る
地
方
制
度
の
整
備
を
行
っ
た
。
同
一
九
九
七
年
一
二
月
、
報
告
書
を

提
出
し
、
こ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
一
九
九
四
年
ケ
l
ラ
ラ
州
パ
ン

チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
法
が
改
正
さ
れ
、
一
九
九
九
年
ケ

1
ラ
ラ
州
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
が
成
立
し
た
。
セ
ン
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
ピ

l

プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
へ
の
参
加
者
も
多
く
、
そ
の
意
味
で
両
者
の
関
係
は

{
時
)

緊
繁
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
三
)
ケ
l
ラ
ラ
州
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法

前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
が
自
治

主
体
と
し
て
農
村
関
発
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
か
否
は
、
各

州
政
府
が
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
に
対
す
る
実
質
的
な
権
限
移
譲
を
ど
の

程
度
行
っ
た
か
に
よ
る
。
以
下
に
と
り
あ
げ
る
ケ

1
ラ
ラ
州
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
は
、
セ
ン
委
員
会
の
報
告
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
一

九
九
九
年
の
州
法
改
正
後
の
も
の
で
あ
る
。

ケ
l
ラ
ラ
州
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
は
、
二
六
章
(
二
八
五
条
)
七

附
則
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
規
定
は
細
部
に
及
ぶ
。
表
1
の
各
条
項
に

基
づ
き
、
州
の
任
意
項
目
と
さ
れ
る
事
項
に
関
し
て
、
ケ
l
ラ
ラ
州
が

パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
を
分
析
し

た
の
が
以
下
の
表
2
で
あ
る
。

「ヶ
1
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
1
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦
|
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

二
八
三



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
ニ

O
O
四
)

ケーララ州パンチャーヤット法に規定されたパンチャーヤット制度表2

憲法における州の任 1
|ケーララ州法におけるパンチャーヤット規定

意事項 | 

第243条定義 |第 1章 2節定義

二
八
四

パンチャーヤットのI(ii) ， (xii) ， (xxv) 
各局の名称 l村落レベル一一一VilIagePanchayat 

中間レベル一一-BlockPanchayat 

県レベル一一一DistrictPanchayat 

第243条A 村会 |第2章第3節A 村会の権限、機能、権利

村会の権限、果たすI(a)パンチャーヤットの開発計画を策定するのに必要な詳細の

べき機能の内容は州| 収集と編集の補助

法によって規定されI(b)村落パンチャーヤット域内において施行される開発計画・

る | スキームに関する提言と優先順位の確定

(c)定められた基準に基づく受益者優先スキ}ムに関わる優先

順位のための最終的な受益者適格者リストの作成とその

村落パンチャーヤットへの提出

(d)開発スキームが効果的に施行されるための地域的。ocally)

に必要とされる施設援助

(e)開発計画に必要なボランテイアサービスや募金の動員と援

助

(f)街灯、公共給水所、公共井戸、公共衛生施設、語E紙施設、

その他の公共施設の位置に関する提言

(g)清潔、環境保護、汚染管理、汚職や違法行為や密室契約な

どの社会悪からの保護といった公共利益に関する事柄に

関心を持たせるようなスキームの策定

(h肘会域内における様#な集団の聞での連帯感と調和を促進

し、人々の聞でよい関係が構築されるために芸術祭や体

育祭を組織すること

(i)村落パンチャーヤット域内の開発活動に従事している受益

者委員会を監視すると同時に援助すること

(j)年金や援助金など様#な種類の政府からの福祉援助を得る

人々の適格性を確認すること

(k)村会域内において施行されることを提言された計画の見積

もりの詳細に関する情報の収集

(り今後三ヶ月間の聞に所轄官吏によって施行されることが提

言された活動と援助することになっているサービスに関

する詳細を入手可能にしておくこと

何)村会域内に関する全てのパンチヤ}ヤットによる決定の経

緯を知っておくこと

(n沖す会による決定がどのように実行されたか、またされな

かった場合はその詳細な理由を知っておくこと

(0)衛生作業において、村落パンチャーヤットの雇用者と協力

し、ゴミの撤去に関してボランテイアサービスを行うこ

と



憲法における州の任 l

|ケーララ州法におけるパンチャーヤット規定
意事項 | 

(p)村会域内における給水、街灯などの欠損を見つけ、救済11¥
置を提言すること

(q刷・会域内の学校における PTAi古動を補助すること

(r刷会域内における保健活動、特に疾病防止と家族福祉活動

を締助すること

(s)時期に応じて必要とされる他の機能も来たすこと

第 243条 C パン|第 3章第 7節(8 ) 村務パンチャーヤ、yトの構成

チャーヤットの構成|村落パンチャーヤット議長は村務パンチャーヤット議員によ

.村落レベルパン|る瓦選によって選出される

チャーヤット議長の

選出方法は州法に

よって規定される

第 243条 G パン|第15業

チャーヤットの権限↓ 剖 y)

権威、責任 !第162条委員会の設置

パンチャーヤットにi第162A条 委員会によって取り扱われる項目

移譲される権限の内I(a)村務パンチャーヤット

容、校度は州法に I(b)中間レベルパンチャーヤット

よって規定される I (c)県レベルパンチャーヤット

それぞれのパンチャーヤットは以下の常設委員会を設立し、

それぞれの常設委員会の管絡権限は以ドの通りである

.村落パンチャーヤット

(1)財務委員会:財務、課税、会計、監査、予算、一般行業務引

課税に関する公倍、その他の委員会に泌さない項目

(2)開発委員会:開発計爾、社会経済計閥、空間計閥、農業、

土壌保護、公共森林地、資産業、乳製品、小規模濯j降、

漁業、小規模工業、公共事業、住宅、建設物規制、電気

(3)福祉委員会:指定カースト・部族の開発、女性と子供の!沼

発、社会福祉、社会保障、スラム改善、貧悶撲滅、公的

分配制度、保健衛生、教育、芸術、;文化、娯楽、水供給、

下水整備、環境

.中間パンチャーヤット

(1 )財務委員会:財務、課税、会計、盟主査、予算、一般行業務w

その他の委員会に総さない項目

(2)開発委員会;開発計画、社会経済計閥、農業、資産業、乳

製品、小規模濃紙、漁業、小規模工業、公共事業、住宅、

電気、水小屋の管理

(3)福祉委員会:指定カースト・部族の開発、女性と子供のI羽
発、社会福祉、貧阪撲滅、公的分配制度、保健衛生、教

育、芸術、文化、娯楽、環境

「ヶ
I
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
の
挺
開
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連

m
l州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

パンチャーヤットの開会、機能、義務、財産 (Prop

)i、
五



憲法における州のf壬}
|ケーララ州、Ii.去におけるパンチャーヤット規定

意事項 i 

l・県パンチャーヤット

(1)財務委員会:財務、課税、会計、軍主主筆、予算、 一般行業務、

その他の委員会に嵐さない項目

(2)開発委員会:開発計l雨、社会経済計柄、農業、士嬢保護、

商産業、小規模瀧獄、漁業、小規模[業

(3)公共事業委員会.公共事業、住宅、空間計画、環境

(4)健l成と教育委員会:保健、教育

(5)街全l上委員会:社会福祉、女性と子供の開発、指定カース・

指定部族の開発

第 24:{条 H パン|第19:!~ 財政と課税

チャーヤットの財源J第200条 村務パンチャーヤットによって徴税される税

課税権 I (l)財産税(細部規定は第20:1条)、 profession tax (細部規定は

・課税・徴税の対象J 第204条、第205条)、広告税、娯楽税

方法は州法によってい2)サービス税

規定される 1(3)関秘(細部規定は第206条)

.州公僚基金からの 1(4)奥行税

補助金の客員は州法に

よって規定される

局間条 I 財政委|如7編財政委員会とその権限

員会の役立 |第186条

財政委員会の構成、 1(2)財政委員会は委員長を含む 3人以下の委員から構成され、

適格条件は州法に 1 委員は政府によって.[年的に任命される

よって規定される I (3)(a)一人は財務業務と経済に関する特別な知識と経験を持つ

た人物とする

(b)残る a 人は公共行政の経験あるいは地方行政の経験を持

っか、政府あるいは地方自治体の財務あるいは会計に

関する特別な知識を持つ人物とする

第24:1条 K パン|第 5章州選挙委員会の役員と委員

チャーヤット選奈 |第 6章 選挙名簿の準備

パンチャーヤット選i第81詳 選挙実施のための選挙信仰!と行政機繕

挙の方法は州法に|第 9章選挙の実施

よって規定される |第10章 選準に関する係争

第11章不正行為と選挙違反

第12望者 州選挙管理委員会

第B京 選挙に関する一般的条項

i-Bi1? : Govemment of Kerala， Kerala Gazette Vol. 45No. 1063， 2000より作成(下品弘繁一'Il)
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ま
ず
、
村
会
の
機
能
と
権
限
に
関
し
て
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
が
開

発
計
断
を
立
案
す
る
た
め
の
補
助
的
機
能
が
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

計
繭
策
定
の
た
め
の
情
報
の
提
供
、
受
話
者
リ
ス
ト
の
作
成
、
必
要
な

絡
設
に
関
す
る
提
言
な
ど
は
開
発
計
画
の
立
案
を
行
、
?
?
え
で
不
可
欠

な
手
順
で
あ
り
、
そ
の
点
で
村
会
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
項
目
同
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
会
の
機
能
と

し
て
、
決
定
機
能
の
み
な
ら
ず
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
政
サ
ー
ビ

ス
的
な
役
割
も
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
最

終
項
同
に
お
い
て
、
追
加
的
機
能
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
点
に
、
村

会
の
機
能
が
将
来
的
に
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
各
岡
崎
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ケ
l
ラ
ラ
州

の
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
、
特
に
村
落
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
は
、
ケ
l
ラ

ラ
州
農
村
部
に
お
け
る
村
落
形
態
が
数
村
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
カ
バ

l
範
閉
が
広
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、

一
九
九
九
年
法
で
は
以
下
表
3
に
見
る
よ
う
に
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト

メ
ン
バ
ー
の
定
員
が
増
加
さ
れ
た
。

ま
た
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
の
各
層
は
、
そ
れ
ぞ
れ
常
設
委
員
会

G
S
E
E
m
n
C
5
2
5
8
)
を
設
寵
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

村
落
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
と
中
間
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
は
財
務
、
開
発
、

福
祉
、
そ
し
て
県
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
は
財
務
、
開
発
、
公
共
事
業
、

保
健
と
教
育
、
福
祉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
常
設
委
員
会
を
持
つ
。
財
務
委
員

会
に
は
他
の
委
員
会
に
属
さ
な
い
全
て
の
項
目
が
属
す
る
と
さ
れ
て
お

炎上 1994年、 1999年パンチャーヤット法の比較:

パンチャーヤットメンバーの定員数と常設委員会

パンチャーヤットメンバーの
常設委員会

定員数

パンチヤ}ヤッ 1994年 ノtン 1999ilo パン 1994 jl~ ノfン 199自年 ノfン

トレベル チャーヤット法 チャーヤット チャーヤット法 チャーヤット法

最少 最大 長室少 最大 (1 )徴税、言1'i.JfI.I、 (1)財務

村務パンチャー 8 15 10 20 
財務、被告! (2)開発

ヤット
など (3)干潟社

ブ‘ロックノtン 8 J5 10 20 (1)財務、計両 (1)財務

チャ}ヤット (2)福祉 (2)開発
(3);甘d祉

県パンチャー 15 25 15 30 (1)財務、計l同j (1 )財務

ヤット (2)福祉 (2)開発
(3)開発 (3)福祉

(4)公共政策 (4)公共政策
(5)保健と教育

「ヶ
1
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
迷
邦
制
に
お
け
る
連
邦
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
〕
(
今
藤
)

出所目 SunnyG巳orgeand K.N.l且 thabhai，Panchayati Raj，白Decent悶 lizedPlanning and Development in 
Kerala'， in G. Pal肌 l吐旧同j (ed.)， Dynamics of New守 Pα紅、h町副iRaj S刊lemin. lndia: Vo[ume 1. Seil>cf 

States，Concepl Publishing Company，2002， p.158，p.l63 (table 7.3，7，.1) 
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筑
波
法
政
第
一
一
一
十
七
号
(
二

O
O
問
)

り
、
こ
の
点
か
ら
財
務
委
員
会
の
他
の
委
員
会
に
対
す
る
優
佼
性
が
何

え
る
。
削
除
レ
ベ
ル
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
は
五
つ
あ
る
。
村
落

レ
ベ
ル
と
中
間
レ
ベ
ル
に
存
在
す
る
三
つ
の
委
員
会
に
加
え
、
県
レ
ベ

ル
に
お
い
て
の
み
設
立
さ
れ
た
委
員
会
の
項
目
は
公
共
事
業
と
、
健
康

と
教
育
で
あ
る
。
ヶ

1
ラ
ラ
川
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
項
目
に
関
し
て
は
、

県
レ
ベ
ル
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
援
も
効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
一
九
九
四
年
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
法
と
比
較
す
る
と
、
村
落

パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
、
中
間
レ
ベ
ル
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
、
県
パ
ン

チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
常
設
委
員
会
の
数
は
増
加
し
て

い
る
。
表
3
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
管
轄
項
目
を
見
る
と
、
委
員
会

数
の
璃
加
は
、
管
轄
項
目
の
細
分
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
よ
り
詳
細
な
管
轄
項
目
は
、
村
落
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
第
三
約
期
に
お
い
て
A

4

七
項
目
が
、
中

間
附
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
第
四
附
別
に
お
い
て
一
一
二
項
目
が
、

そ
し
て
県
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
第
五
附
則
に
お
い
て
六
八

項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
ち
衣
中
に
お
い
て
下
線
で
示
し
た
も
の
は
、

震
被
が
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
憾
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
の
排
他
的
管
轄

と
考
え
ら
れ
る
項
目
で
あ
る

G

付
務
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
管
轄
項
目

に
お
け
る
課
税
に
関
す
る
公
告
、
公
共
森
林
地
、
建
設
物
規
制
、
ス
ラ

ム
改
議
、
水
供
給
、
ま
た
中
間
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
管
轄
項
目
に
お

け
る
水
小
屋
の
管
却
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
が
、
例
え
ば
村
落
パ
ン

チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
の
管
轄
項
目
に
お
け
る
ス
ラ
ム
改
湾
、
建
設
物
規
制
な

人
入

ど
は
、
人
々
に
最
も
近
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
村
務
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
が

最
も
効
果
的
に
機
能
で
き
る
項
目
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
の
財
源
、
課
税
、
徴
税
権
に
関
し
て
は
第
二

O

O
条
に
お
い
て
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
に
よ
る
徴
税
項
目
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
村
落
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
に
は
財
産
税
、
明
き
な
回
目

き
口
円
安
、
広
告
税
、
娯
楽
税
、
サ
ー
ビ
ス
税
、
関
税
、
興
行
税
の
徴

税
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
財
産
税
に
関
し
て
は
、
追
徴
課
税
を
行
う
権

利
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
財
政
委
員
会
の
構
成
に
隠
し
て

は
第
一
・
七
編
に
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
選
挙
に
関
し
て
は
第
五
編
、
第

六
編
、
第
八
編
か
ら
第
二
二
編
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
て

い
る
。

(
四
)
ケ

i
ラ
ラ
州
に
お
け
る
社
会
運
動
と
地
方
自
治
制
度

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
ヶ
!
ラ
ラ
州
に
お
け
る
民
主
的
分
権
の
過
程

を
傭
搬
す
る
と
、
ま
ず
、
ヶ

1
ラ
ラ
州
に
お
い
て
は
、
ケ

i
ラ
ラ
・
モ

デ
ル
と
呼
ば
れ
る
、
大
衆
組
織
が
主
体
と
な
っ
た
社
会
運
動
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
た
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
向
上
ゃ
、
高
い
識

字
率
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
が
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
に
社
会
環
境
が
成
熟
し
、
農
村
開
発
事
業
に
お
け
る
分
権
の
気

運
が
高
ま
る
中
、
そ
れ
を
制
度
化
す
る
実
効
性
を
持
っ
た
法
律
が
制
定

さ
れ
な
い
状
況
が
続
く
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
憲
法
改
正
が
行

わ
れ
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、
地
方
自
治
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ



と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ほ
ほ
時
を
同
じ
く
し
て
政
府
主
導
に
よ
る
ピ

I

プ
ル
ズ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
、
そ
の
経
験
か
ら
さ
ら
に
州
パ
ン

チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
法
が
改
正
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
流
れ
か
ら
は
、
ケ

i
ラ
ラ
州
に
お
け
る
旧
民
主
的
分
権
の
成
功
に

は
、
前
提
と
し
て
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
や
人
々
の
意
識

が
成
熟
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

佐
藤
(
二

O
O
一
)
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
社
会
開
発
」
か
ら
「
ビ
ー

プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
』
と
い
う
展
開
を
自
動
的
な
経
路
(
は
や
り
の
こ
と

ば
で
い
え
ば
「
経
路
依
存
性
ピ
と
し
て
潔
解
す
る
こ
と
は
事
態
の
一
止

皿

機
な
認
識
で
は
な
い
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

社
会
運
動
は
、
ヶ
l
ラ
ラ
・
モ
デ
ル
へ
の
い
く
つ
か
の
批
判
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
運
動
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
社
会
の
発
展
や
民
主
的
分
権
と
い
う
新
し
い
文
化
は
、
ト

(四

マ
ス
・
ア
イ
ザ
ッ
ク
が
ピ

i
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
の
報
告
書
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
政
治
制
度
化
さ
れ
、
行
政
的
な
裳
づ
け
が
あ
っ
て
初
め
て
、

持
続
可
能
と
な
る
。
よ
っ
て
、
本
章
で
述
べ
た
ケ

i
ラ
ラ
の
事
例
が
示

し
て
い
る
の
は
、
社
会
鎖
域
に
お
け
る
環
境
の
成
熟
や
人
々
の
態
度
の

変
化
と
、
政
治
領
域
に
お
け
る
そ
の
制
度
化
と
の
循
環
的
相
互
作
用
に

よ
っ
て
、
農
村
開
発
事
業
に
お
け
る
民
主
的
分
権
化
が
可
能
と
な
る
と

い
う
示
唆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
独
立
後
、
憲
法
改
正
に
至
る
ま

で
の
過
程
に
お
い
て
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
は
そ
の
開
発
主
体
と

し
て
の
側
面
に
加
え
、
自
治
主
体
と
し
て
の
側
削
が
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
制
度

は
、
イ
ン
ド
の
国
家
制
度
の
一
部
と
な
り
、
ま
た
政
党
の
積
極
的
関
与

が
奨
励
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
政
治
的
側
面
を
強
く
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
治
主
体
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト

制
度
の
あ
り
方
を
憲
法
に
明
記
し
た
、
一
九
九
‘
一
年
の
憲
法
改
正
以
降

も
な
お
、
自
治
主
体
と
し
て
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
確
立
は
州

政
府
の
裁
量
に
大
き
く
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
州
政
府
は

自
ら
の
権
限
の
削
減
を
恐
れ
、
そ
の
権
限
移
譲
に
は
消
極
的
で
あ
る
た

め
、
結
果
と
し
て
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
が
、
そ
の
自
治
主
体
と
し

て
の
機
能
を
巣
た
す
こ
と
は
関
難
で
あ
る
状
態
が
続
い
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
州
政
府
が
自
ら
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
と
っ
て
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
、
ケ

i
ラ
ラ
州
の
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
要
闘
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
試
み
た
ο

ケ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
地
方
分
権
化
を
説
明
す

る
姿
図
と
し
て
は
、
ケ
l
ラ
ラ
・
モ
デ
ル
が
示
す
よ
う
な
、
大
衆
レ
ベ

ル
で
の
活
発
な
社
会
運
動
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
社
会
基

盤
の
成
熟
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヶ
l
ラ
ラ
州
に
お

「ヶ
i
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
迷
邦
制
に
お
け
る
連
邦
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

4

a

v

k

、ru

一
一
一
，
ノ
ー
す
ノ



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
七
号
(
二

O
O
四
)

い
て
は
、
分
権
化
に
対
す
る
態
度
を
異
に
す
る
、
二
つ
の
政
治
勢
力
が

州
政
権
を
争
っ
て
き
た
た
め
、
社
会
の
成
熟
が
存
在
す
る
一
方
で
、
そ

の
法
制
度
化
の
笑
現
が
な
か
な
か
行
わ
れ
な
い
状
態
が
続
い
た
。
こ
れ

に
一
石
を
投
じ
た
の
が
一
九
九
二
年
の
憲
法
改
正
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
ケ

i
ラ
ラ
州
に
お
い
て
は
、
憲
法
改
正
を
受
け
て
州
パ
ン
チ
ャ

l

ヤ
ッ
ト
法
の
制
定
を
行
っ
た
の
は
、
分
権
化
へ
の
態
度
が
消
極
的
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
会
議
派
で
あ
り
、
一
九
九
四
年
の
ケ
l
ラ
ラ
州
パ
ン

チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
法
は
、
州
内
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
大
幅
に
改
正
さ
れ

た
後
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
政
府
主
導
の
参
加
型
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
で
あ
る
ピ

1
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
と
、
セ
ン
委
員
会
の
設
立
に

よ
っ
て
、
実
質
的
な
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
制
度
の
確
立
に
努
め
、
一
九

九
九
年
に
さ
ら
な
る
州
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
法
の
改
正
を
行
っ
た
の
は
、

そ
の
直
後
に
州
政
権
の
座
に
つ
い
た
左
派
勢
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
憲
法
改
正
は
、
ケ

l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
惨
着
状
態
に
動
き
を
も

た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
ヶ

l
ラ
ラ
州
の
事
例
は
、
社
会
環
境
や
人
々
の
態
度
の
成
熟

が
パ
ン
チ
ャ

1
ヤ
ッ
ト
法
の
成
立
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
民
主
的
分

権
が
持
続
的
な
も
の
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

社
会
運
動
が
、
政
治
制
度
と
し
て
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
両

者
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
持
続
的
な
も
の
と
し
て
定
着
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
制
度
化
が
ど
の
よ
う
に
行

二
九

O

わ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ケ

i
ラ
ラ
州
の
事
例

は
、
地
方
分
権
化
の
法
制
度
化
過
程
に
お
い
て
、
政
党
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
論
で
具
体
的
な
分
析
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
の

研
究
に
お
い
て
追
求
し
て
い
き
た
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
ケ

i
ラ
ラ

州
の
地
方
分
権
化
に
お
い
て
左
派
勢
力
の
来
た
し
た
役
割
を
さ
ら
に
説

明
す
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お

け
る
逮
邦
政
府
と
州
政
府
と
の
政
府
間
関
係
、
特
に
、
連
邦
政
府
の
政

権
政
党
と
州
政
府
の
政
権
政
党
と
の
関
係
で
あ
る
。
表
4
は
、
ケ

i
ラ

ラ
州
に
お
け
る
地
方
制
度
の
展
開
を
中
心
に
、
州
政
権
の
推
移
、
大
統

領
直
轄
統
治
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
動
き
を
年
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ

ヲ
心
。

地
域
政
党
が
大
き
な
勢
力
を
も
っ
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
連
邦
1
1
!

州
政
府
の
政
府
間
関
係
は
、
同
時
に
政
党
間
関
係
と
い
う
側
面
を
持
つ
。

よ
っ
て
、
州
レ
ベ
ル
以
下
で
の
民
、
玉
的
分
権
の
過
程
を
分
析
す
る
に
あ

た
り
、
イ
ン
ド
迷
邦
制
約
に
お
け
る
政
府
間
関
係
を
、
州
レ
ベ
ル
で
の
政

党
間
関
係
と
と
も
に
視
野
に
入
れ
る
こ
と
は
、
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

表
4
で
は
、
大
統
領
に
よ
る
直
轄
統
治
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
取
り

ヒ
げ
た
。
憲
法
三
六
五
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
大
統
領
に
よ
る

夜
轄
統
治
と
は
、
州
知
事
か
ら
の
報
告
な
ど
に
よ
り
、
州
の
統
治
を
憲

法
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
逮
営
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
発
生
し



表4.ケーララ州における地方制度の展開と政府間関係

連邦レベルで

の動き

大統領illi:轄統

治

州政権の推移ケーララ州における地方自

治制度の展開

1947守三:イン

ドl'ill民会議派
(INC)政権
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1956年 3月23

H~11 fJ 1 [j 

1956年:ケーララナi'I

発足(トランバコ
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1957年:パル
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メータ委員会

ラバール)

1957'年:
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1956年11月1

日 ~1957年 4
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日 ~1960年 2
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-村洛パンチャーヤットの

kにタルーク、ブ少ロッ

クを再編

-県パンチャーヤット①諮
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C
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一
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山
一
府
案

町
山
一
政
法
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コ
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1964年 INC

政権(シャス

トリ)
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日 ~1965{f: 3 

月24日

Congress， Pr吋a So 

-トランパコール、コ}チ [ciaJist Party (PSp) ， 

ン、マラバールにあっ 1MusJim Leagueの二三

たi去をまとめ、地方自|政党からなる連立政

治体の機能と財源を増|権(ピライ:PSp) 

加

・州政府は地方自治体に

様キな権限を与えるこ 11964iF-9月:

とができるとしたが紡|会議派議員の動議に

局権限の移譲はなされ|より州議会解散→大

ず |統領による直轄統治

1960iF KeraJa Panch_l!Y!I! [19601F 2月:

Act1960 
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チ
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ッ
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イ
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制
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け
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連
邦
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関
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の
分
析
に
向
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て
」
(
今
藤
)
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(CPI) を中心とす

る政権(ナンブーデ

イリパッド)

• 
1
l
M
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1958年行政改革委員会報

f!f書提出

-村務パンチャーヤットの

強化(行政、開発、地

税徴収の単位として)
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合
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u
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ケーララナNにおける地五日 ナ1'1政権の推移 大統領直結統 連邦レベルで

筑法波政第

i合制度の疑問 1合 の動き

1964主f.

Kerala Panchayat Union 

Councils and ZilIa Parishads 

Bi1l 十

-ハルワントライ委員会の F七

提言に従い、村務パン 19655ド3月:
勺.8_ 

チャーヤァト、ブロッ 第21m'l十|議会選考詳→ 1965{j3. 3 fJ 25 
( 

一クパンチャーヤット(計 単一政党による多数 日-1967年3 1966年:INC 。
i同の基本ヰif立)、諮問機 派形成が不可能だっ H6fl 政権(イン 。
関としての県パン たため→1965年3月 四

チャーヤットの三層構 25 El :大統領による デイー)

YM K 直線統治

コナト|政権解散、非常事態笠

設発布により法制化されず

1967年Kerala Panc~旦ti旦i 1967年3月:

Bill 第 3@ナ1'1議会選挙→

-村落パンチャーヤットと Communist Party of 

県パンチャ}ヤットの lndi.a (Marxist)， Com-

二)脅迫、らなるノ4ン munist Party of India， 

チャーヤット制度 Muslim Lcague ， 

-県パンチャーヤットは行 Revolutionary Social-

政機能、財源を持つ is! Party， karshaka 

コ州議会解散のため法制化 Thoshilali Party， K白】

ならず ala Socialist Party i攻

1968主~ Select Committeeに 権 (E.M.S.ナンブー

よる提言 ディリパッド:CPI 

-M→1969年11月メ

ノン:cpI) 

1970年8月:州議会

解散→大統領による

1((特統治

197附月第4叫ω7附 月 4

議会選挙→INC(関日-101j3日

外t弱カ)， CPI， RSP， 

Mし PSP連立政権

(アチュタ・メノン

: cpr) 

1971~ Ker 
ministration Bill 力11わる

. 1968年t!i!:百に沿ったもの 九

=争法帝IJ化されず



ケーララ州における地方自 州政権の推移 大統領l玄轄統 連邦レベルで

治制度の皮肉 治 の動き

1977年3月: 1977年:ジャ

第5回州議会選挙 ナタ政権(モ

INC， CPI， RSP， ML， ラルジ・デサ

PSP逮立政権(カル イ)

ナカラン:INC→A. 1977年:ァ

K.アントニー:INC ショク・メー

→1978年:ナイー タ委員会

ル:CPI→1979年:

1978年KeralaOistrict Ad-コヤ)

ministration Bill 
. 1971年法案と|司じ 1979年:州政府・議

1979年 Kera1aOistrict Ad-会解散→大統領によ 1979年12月5 1979年:ロー

ministration Act る直轄統治 日-1980年1 ク・ダル政権

1980年知事の署名を得て 月25日 (チャラン・

成立 1980年:第 6閥州議 シン)

rul巴， notificationが発布され 会選挙→LOF政権 1980年:INC 

るものの実質的な整備は進 (ナヤナール:LDF) 政権(イン

まず 1981年10月21日:大 デイラ・ガン

統領による直轄統治 デイー)

1981年12月28日: 1981年10月21

UOF政権(カルナ 日-12月28日

カラン:会議派 r) 1982年3月17

~州内の会議派勢力 日-5月24日

分裂~

1982年3月17日:州

政府・議会解散→大

統領によるI直轄統治

1982年5月19日:第

7 I母州議会選挙→ 5

月24日UOP政権(カ

ルナカラン)

1987年 3月初日:

LOF政権(ナヤナー

ル) 1983年:サル

カリア委員会

1984年:INC 
政権(ラジヴ・

ガンデイ-)

「ヶ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ
l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
逮
邦
制
に
お
け
る
連
邦
l
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

二
九
三



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二

O
O
四
)

連邦レベルで

の動き

大統領直轄統

治

ケーララ州における地方自|州政権の推移

治制度の展開

1988年Reporton the Meas-

uresωbe taken for Demo噌

1989年:I翼民

戦線政権(プ

ラタップ・シ

ン)

cratic Decentralisation at the 

District and lower level" 

. Kerala Dis住ict Adrninト

stration Act1979の改革案

.県・レベル以下への州政府

のコントロールを1)!;i減

させること

コナトi政府からの反応はなし

1990年:ジヤ

ナタ・ダル政

権(チャンド

ラ・シェカー

ル)

District 

1990年12月州政府 (E.K.

Nayanar)、DistrictLevel に

おける選挙の実施を宣言

→ 1991年 2月
Counsil 選挙実施

。しかし実質的な整備はな

されず

1991年:INC 

政権(ナラシ

ムハ・ラオ)

1992年第73次

憲法改正(コ

1994年4月24

日までにmパ

1991年 KeralaDistrict Ad-11991年:UDP政権

ministration Act (1979)の I(カルナカラン→ア

改正 !ントニー)

. District Councilの権限を

低減

ンチャーヤッ

ト法の改正)

=字DistrictCounci1の形骸化

1994年3月 Ker山 Pa-

nachayat Raj Bi1l 

・その m附 ictiveな性質に

より批判を受ける

. Select Committeeによる

大幅な改正

1994年

kerala Panchayat Raj Act 

• Gr叩 1 Sabha"'Wardベー

スに

'GP毎年 GSへの報告の

義務付け

二
九
四

. VP : 1093，126items 

. BP : 152，29items 

• DP : 14，80items 



連邦レベルで

の動き

大統領Ifi特統州政権の持:移ケーララ州における地方自

治制度の展開 、l
F
p
rレ

、
I

19~)5 {f. 9月パンチャー

ヤット選挙

1995年 10JJ 2日
チャーヤット開始

ノ、ン

. vp: 991 

1996iF 8月1711 11996年 5月20H ・

①People' s Planning Cam-I LDF政権(ナヤナー

pmgn開始 |ル)

②Committe巳 onDecentralト

sation of Powers (“Sen Com-

mittee")発足

①②=字

1999{ド駐竺!生 P盟企笠at

担凶ct
. GS…Ward毎に(最低出

席数は有権者の10分の

1 ) 

• BP : 151 

民 党 (BJP)

政権(バジパ

イ)

1996il二6Fl1
日:統 4 戦線

政権(ゴウダ)

1997年:統

戦線政権(グ

ジ‘ュラル)

1998{ド‘ BJP

政権(パジパ

イ)

1999年:BJP 

を中心とする

関民民主連合

政権(バジパ

イ)

2001年 5月10日:州

議会選挙→UDF政

権(アントニ-) 2004: INCを

中心とする

UPA (United 

1996年5PJ 15 
日:インド人

'DP: 11 

-パンチャーヤットの機能

を明確化

-コミッティー制度

-州政府のコントロールの

低減

Progressiv巴

Alliance) 政

権(シン)

tI:¥所.各資料より筆詩作成

「ヶ
l
ラ
ラ
州
に
お
け
る
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
の
展
開
一
イ
ン
ド
連
邦
制
に
お
け
る
連
邦

l
州
関
係
の
分
析
に
向
け
て
」
(
今
藤
)

二
九
五



筑
波
法
政
第

A

二
十
七
日
万
(
二

O
O
問

て
い
る
と
大
統
領
が
認
め
た
と
き
、
非
常
事
態
の
布
去
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
州
政
府
管
轄
権
限
が
一
時
的
に
大
統
領
に
移
管
さ
れ
る
事
態

で
あ
る
c

州
知
事
が
大
統
領
に
よ
る
任
命
械
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

制
度
が
、
連
邦
政
府
に
よ
る
州
政
府
へ
の
介
入
の
手
段
と
し
て
利
用
さ

p
m
w
v
 

れ
て
い
る
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
ケ

l
ラ
ラ
州
は
令
イ
ン
ド
中
、
最
も

多
く
の
附
数
、
大
統
領
に
よ
る
直
轄
統
治
が
行
わ
れ
た
州
で
も
あ
り
、

表
4
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
逮
邦
政
府
と
州
政
府
の
政
権
与

党
が
異
な
る
と
き
、
具
体
的
に
は
、
左
派
勢
力
が
州
に
お
い
て
優
勢
で

あ
る
と
き
に
、
会
議
派
の
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
連
邦
1
1
1
州
の
政
府
間
関
係
は
、
財
政
関
係
な
ど
、

他
の
指
標
に
よ
る
分
析
も
可
能
で
あ
る
。
政
府
間
関
係
と
、
州
政
府
に

よ
る
地
方
分
権
化
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
よ
り
多
様
な
視
角
か
ら

実
証
的
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
の

J

つ
と
し
た
い
。

ま
た
、
本
論
に
お
い
て
は
、
本
来
イ
ン
ド
社
会
及
び
政
治
を
見
る
卜
一

で
不
可
欠
で
あ
る
カ

l
ス
ト
、
部
族
、
宗
教
、
経
済
的
裕
也
尽
な
ど
の
点

に
つ
い
て
の
言
及
を
行
わ
な
か
っ
た
。
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
に
指

定
カ

i
ス
ト
・
指
定
部
族
、
た
牲
に
対
す
る
税
保
枠
が
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
指
定
部
族
が
多
く
陪
往
す
る
指
定
地
域
は
、
一
九
九

二
年
の
慾
法
改

A

止
の
適
間
外
と
さ
れ
、
部
族
の
伝
統
的
な
自
治
シ
ス
テ

ム
を
よ
り
尊
議
し
た
、
そ
れ
ら
の
地
域
へ
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度

の
拡
張
法

(pg口
町
一
言
〉
包
が

ω

九
九
六
年
に
改
め
て
制
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
制
度
的

J
-
s
i
u

し、

一

J
ノ
↑
ノ

側
面
か
ら
イ
ン
ド
に
お
け
る
地
方
分
権
化
を
考
え
る
上
で
も
丞
婆
な
要

素
で
あ
る
心
ま
た
、
実
態
的
側
雨
か
ら
は
、
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度

の
メ
ン
バ
ー
や
議
長
に
低
カ

l
ス
ト
の
者
が
就
任
す
る
と
、
家
族
を
含

め
様
々
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
、
パ
ン
チ
ャ
!
ヤ
ッ
ト
が
正
常
に
機
能
し

な
い
ケ

l
ス
、
あ
る
い
は
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
内
の
腐
敗
が
低
カ

i
ス

ト
に
対
す
る
差
別
を
助
長
し
、
竜
怒
の
場
合
、
向
付
殺
に
追
い
や
る
ケ
ー

ス
が
制
限
告
さ
れ
る
な
ど
、
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ッ
ト
制
度
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
問
題
は
大
き
な
課
題
を
提
示
し
て
い
る
ミ
ケ

i
ラ
ラ
州
に
お
け
る
大

衆
を
基
盤
と
し
て
持
つ
社
会
運
動
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
ど
の

よ
う
な
対
応
を
持
ち
得
た
か
、
あ
る
い
は
持
ち
得
な
か
っ
た
か
、
に
つ

い
て
よ
り
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
分
析
を
行
、
つ
こ
と
、
ま
た
、
制
度
的

側
関
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
政
府
間
関
係
と
の
連
関
を
探
り
、
分

析
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
と
考
え
て

い
ヲ
心

c

(
1〕
守

一

C
O
叫
ん
平
悶
勢
調
公
に
よ
る
と
イ
ン
ド
人
口
一

O
億
二
七
、
。

間
七
人
の
う
ち
、
農
村
人
口
は
七
億
凶
一
、
六
六
O
、
一
一
九
ご

A

人

(
2
)

州
人
口
が
コ

C
C
万
人
以
下
の
州
に
お
い
て
は
中
間
レ
ベ
ル
を
除
い
た
二
階

構
造
を
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
む

(
3
)

滋
法
改
正
後
の
パ
ン
チ
ャ

i
ヤ
ッ
ト
制
度
へ
の
統
制
問
の
、
っ
ち
、
最
近
の
も
の

と
し
て
例
え
ば
〈
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E
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2
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